
件
名 銀

行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産

等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

件 
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○
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五

の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本

の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
五
年 

 

月 
 

 
日 

金
融
庁
長
官 

栗
田 

照
久 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
目
次 

目
次 

［
第
一
章
～
第
五
章 

略
］ 

［
第
一
章
～
第
五
章 

同
上
］ 

第
六
章 
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
取
扱
い 

第
六
章 

［
同
上
］ 

第
一
節 
［
略
］ 

第
一
節 

［
同
上
］ 

第
二
節 

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額 

第
二
節 

［
同
上
］ 

第
一
款 

［
略
］ 

第
一
款 

［
同
上
］ 

第
二
款 

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
取
扱
い 

第
二
款 

［
同
上
］ 

［
第
一
目
～
第
六
目 
略
］ 

［
第
一
目
～
第
六
目 

同
上
］ 

第
七
目 

適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
適
格
短
期STC

証

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
第
二
百
四
十
五
条
の
二
・
第
二
百

四
十
五
条
の
三
） 

第
七
目 

適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
第
二
百
四
十
五
条
の

二
） 

第
八
目 

不
良
債
権
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
第
二
百
四
十
五
条
の

四
） 

 

第
三
款 

［
略
］ 

第
三
款 

［
同
上
］ 

［
第
六
章
の
二
～
第
九
章 

略
］ 

［
第
六
章
の
二
～
第
九
章 

同
上
］ 

附
則 

附
則 

 
 

（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
一
条 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 
［
一
・
二 

同
上
］ 

二
の
二 

再
証
券
化
取
引 

証
券
化
取
引
の
う
ち
、
原
資
産
の
一
部
又
は
全
部
が

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
取
引
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。 

二
の
二 

再
証
券
化
取
引 

証
券
化
取
引
の
う
ち
、
原
資
産
の
一
部
又
は
全
部
が

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
取
引
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
の
イ
又
は
ロ

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。 
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［
イ
・
ロ 

略
］ 

 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

ハ 

第
二
百
四
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
短
期STC

証
券
化
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
す
る
も
の 

 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

［
三
～
七
十
六 

略
］ 

［
三
～
七
十
六 

同
上
］ 

七
十
七 
適
格
な
サ
ー
ビ
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ド
バ
ン
ス 

投
資
家
に
対
す

る
支
払
を
滞
り
な
く
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
約
定
さ
れ
た
額
の
範
囲
内
で

サ
ー
ビ
サ
ー
（
委
託
又
は
再
委
託
に
基
づ
き
、
原
資
産
の
管
理
、
原
資
産
の
債

務
者
に
対
す
る
原
資
産
の
請
求
及
び
回
収
金
の
受
領
事
務
を
受
託
し
た
者
を
い

う
。
ロ
並
び
に
第
二
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
行
う
信
用
供
与
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
性
質
を
有
す
る
も
の
を

い
う
。 

七
十
七 

適
格
な
サ
ー
ビ
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ド
バ
ン
ス 

投
資
家
に
対
す

る
支
払
を
滞
り
な
く
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
約
定
さ
れ
た
額
の
範
囲
内
で

サ
ー
ビ
サ
ー
（
委
託
又
は
再
委
託
に
基
づ
き
、
原
資
産
の
管
理
、
原
資
産
の
債

務
者
に
対
す
る
原
資
産
の
請
求
及
び
回
収
金
の
受
領
事
務
を
受
託
し
た
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
信
用
供
与
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
性
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

［
七
十
七
の
二
～
百
十
四 

略
］ 

［
七
十
七
の
二
～
百
十
四 

同
上
］ 

 
 

 

（
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

 

（
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

第
四
十
一
条 

自
己
資
本
比
率
規
制
金
融
機
関
（
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定

め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
又
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
の
適
用
を
受
け
る
金
融
機

関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
、
外
国
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社

又
は
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
「
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
格
付

が
あ
る
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
当
該
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区

分
に
応
じ
、
次
の
表
の
左
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
一
条 

自
己
資
本
比
率
規
制
金
融
機
関
（
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
定

め
る
自
己
資
本
比
率
の
基
準
又
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
の
適
用
を
受
け
る
金
融
機

関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
、
外
国
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社

又
は
銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一

項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
金
融
機
関
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
、
格
付
が
あ
る
場
合
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
当
該
格
付
に
対
応
す

る
信
用
リ
ス
ク
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
左
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

［
表
略
］ 

 

［
同
上
］ 

［
２
～
11 

略
］ 

［
２
～
11 
同
上
］ 
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（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

第
四
十
六
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

住
宅
の
取
得
等
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
「
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
適
格
性
の
要
件
の
全
て
を
満

た
す
も
の
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
当
該
自
己
居
住
用
不
動

産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
左
欄
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
六
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

住
宅
の
取
得
等
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
こ
の
節
及
び
第
二
百
四
十
五

条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
イ
に
お
い
て
「
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
適
格
性
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
の

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
当
該
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
左
欄
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

［
表
略
］ 

 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

 

［
一
・
二 

同
上
］ 

［
２
～
５ 

略
］ 

［
２
～
５ 

同
上
］ 

 
 

（
賃
貸
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

（
賃
貸
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

第
四
十
七
条 

第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ

る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
住
宅
の
取
得
等
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
「

賃
貸
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
適
格
性
の

要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
当
該

賃
貸
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
同
表

の
左
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
七
条 

第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ

る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
住
宅
の
取
得
等
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
こ

の
節
及
び
第
二
百
四
十
五
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
イ
に
お
い
て
「
賃
貸
用
不
動

産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
適
格
性
の
要
件
の
全
て

を
満
た
す
も
の
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
当
該
賃
貸
用
不
動

産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
左
欄
に
定

め
る
も
の
と
す
る
。 

［
表
略
］ 

 
［
同
上
］ 

［
一
～
三 

略
］ 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

［
２
～
５ 

略
］ 

［
２
～
５ 
同
上
］ 
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（
事
業
用
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

 

（
事
業
用
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
） 

第
四
十
八
条 

第
四
十
一
条
及
び
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
不
動
産
の
建
設
、
取
得
、
増
改
築

そ
の
他
の
不
動
産
関
連
費
用
又
は
運
用
を
目
的
と
し
た
事
業
向
け
の
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
以
下
「
事
業
用
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
で
あ

っ
て
、
適
格
性
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の

表
に
掲
げ
る
当
該
事
業
用
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
の
区

分
に
応
じ
、
同
表
の
左
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
八
条 

第
四
十
一
条
及
び
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
不
動
産
の
建
設
、
取
得
、
増
改
築

そ
の
他
の
不
動
産
関
連
費
用
又
は
運
用
を
目
的
と
し
た
事
業
向
け
の
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
事
業
用
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
適
格
性
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
の
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
当
該
事
業
用
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
左
欄
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

［
表
略
］ 

 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

［
２
～
５ 

略
］ 

［
２
～
５ 

同
上
］ 

 
 

 

（
原
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
） 

 

（
原
資
産
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
） 

第
二
百
二
十
五
条 

銀
行
持
株
会
社
は
、
資
産
譲
渡
型
証
券
化
取
引
の
オ
リ
ジ
ネ
ー

タ
ー
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
い
と

き
は
、
原
資
産
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る

。 

第
二
百
二
十
五
条 

［
同
上
］ 

一 

［
略
］ 

一 

［
同
上
］ 

二 

当
該
銀
行
持
株
会
社
が
原
資
産
に
対
し
て
有
効
な
支
配
権
を
有
し
て
お
ら
ず

、
銀
行
持
株
会
社
の
倒
産
手
続
等
に
お
い
て
も
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
当
該

銀
行
持
株
会
社
の
債
権
者
の
支
配
権
が
及
ば
な
い
よ
う
に
、
原
資
産
が
法
的
に

銀
行
持
株
会
社
か
ら
隔
離
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
か
か
る
状
態
に
つ
い
て
適
切

な
弁
護
士
等
（
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
規
定
に
よ

る
弁
護
士
又
は
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
外
国
弁
護
士

二 

当
該
銀
行
持
株
会
社
が
原
資
産
に
対
し
て
有
効
な
支
配
権
を
有
し
て
お
ら
ず

、
銀
行
持
株
会
社
の
倒
産
手
続
等
に
お
い
て
も
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
当
該

銀
行
持
株
会
社
の
債
権
者
の
支
配
権
が
及
ば
な
い
よ
う
に
、
原
資
産
が
法
的
に

銀
行
持
株
会
社
か
ら
隔
離
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
か
か
る
状
態
に
つ
い
て
適
切

な
弁
護
士
等
（
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
規
定
に
よ

る
弁
護
士
又
は
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
外
国
弁
護
士
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を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
意
見
書
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
有
効
な
支
配
権
を
有

し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

を
い
う
。
次
項
第
三
号
並
び
に
第
二
百
四
十
五
条
の
二
第
三
項
第
九
号
及
び
第

十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
意
見
書
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
有
効
な
支
配
権
を

有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

［
三
～
九 
略
］ 

［
三
～
九 

同
上
］ 

［
２
～
４ 

略
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

 
 

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算
出
） 

（
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算
出
） 

第
二
百
二
十
七
条 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
の
算
出
方
式
を
次
条
の
規
定
に
よ
り
判
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
判
定
さ

れ
た
算
出
方
式
に
基
づ
き
、
次
目
か
ら
第
八
目
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
百
二
十
七
条 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

適
用
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
の
算
出
方
式
を
次
条
の
規
定
に
よ
り
判
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
判
定
さ

れ
た
算
出
方
式
に
基
づ
き
、
次
目
か
ら
第
七
目
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

［
略
］ 

２ 

［
同
上
］ 

 
 

第
七
目 

適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
適
格
短
期

STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

第
七
目 

適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

 
 

（
適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
） 

（
適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
） 

第
二
百
四
十
五
条
の
二 

［
略
］ 
第
二
百
四
十
五
条
の
二 

［
同
上
］ 

２ 

［
略
］ 
２ 
［
同
上
］ 

３ 

第
一
項
の
「
適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
を
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
及
び
投
資
家
が
常
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
資
産
譲
渡
型
証
券
化
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
次
条
第
二

３ 
第
一
項
の
「
適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
を
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
及
び
投
資
家
が
常
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
資
産
譲
渡
型
証
券
化
取
引
（ABCP

及
びABCP

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
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項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

け
る
証
券
化
目
的
導
管
体
に
対
す
る
貸
付
け
並
び
に
再
証
券
化
取
引
を
除
く
。
）

に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。 

［
一
～
四 

略
］ 

［
一
～
四 

同
上
］ 

五 
原
資
産
プ
ー
ル
を
構
成
す
る
全
て
の
債
権
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
確
認
が
原
則
と

し
て
証
券
化
取
引
の
実
行
日
の
四
十
五
日
前
か
ら
実
行
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
。 

五 

［
同
上
］ 

 

イ 

債
権
の
組
成
に
先
立
つ
三
年
の
間
に
、
債
務
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定

、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
、
更
生
手
続
開
始
の
決
定
、
特
別
清
算
開
始
の
命

令
若
し
く
は
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
の
決
定
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
外
国

の
手
続
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
又
は
債
務
者
に
つ
い
て
特
定
債

務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の
特
定
調
停
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
調
停
が
成
立
し
て
い

る
こ
と
。 

 

イ 

債
権
の
組
成
に
先
立
つ
三
年
の
間
に
債
務
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、

再
生
手
続
開
始
の
決
定
、
更
生
手
続
開
始
の
決
定
、
特
別
清
算
開
始
の
命
令

若
し
く
は
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
の
決
定
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
外
国
の

手
続
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
債
務
者
に
つ
い
て
、
特
定
債
務

等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の
特
定
調
停
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
調
停
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
。 

 

ロ 

債
務
者
に
係
る
事
故
情
報
（
延
滞
、
債
務
整
理
、
代
位
弁
済
そ
の
他
債
務

者
の
支
払
能
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
情
報
を
い
う
。
）
が

公
的
な
信
用
情
報
機
関
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

ロ 

債
務
者
に
係
る
事
故
情
報
（
延
滞
、
債
務
整
理
、
代
位
弁
済
そ
の
他
債
務

者
の
支
払
能
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
情
報
を
い
う
。
）
が

信
用
情
報
機
関
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

ハ 

債
務
者
が
、
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
又
は
こ
れ
に
類
す
る
外
部
信
用

評
価
を
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
が
著
し
く
高
い
、

又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

ハ 

債
務
者
が
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
又
は
こ
れ
に
類
す
る
外
部
信
用
評

価
を
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク
が
著
し
く
高
い
と
評

価
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と

。 
 

ニ 

［
略
］ 

 
ニ 

［
同
上
］ 

［
六
～
八 

略
］ 
［
六
～
八 

同
上
］ 

九 

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
原
資
産
に
対
し
て
有
効
な
支
配
権
を
有
せ
ず
、
当
該
オ

リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
倒
産
手
続
等
に
お
い
て
も
当
該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
又
は
当
該

九 
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
原
資
産
に
対
し
て
有
効
な
支
配
権
を
有
せ
ず
、
当
該
オ

リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
倒
産
手
続
等
に
お
い
て
も
当
該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
又
は
当
該
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オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
債
権
者
の
支
配
権
が
及
ば
な
い
よ
う
に
、
原
資
産
が
法
的

に
当
該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
か
ら
隔
離
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
か
か
る
状
態
に
つ

い
て
弁
護
士
等
（
自
行
の
企
業
内
弁
護
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
適
切
な
意
見
書

を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。 

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
債
権
者
の
支
配
権
が
及
ば
な
い
よ
う
に
、
原
資
産
が
法
的

に
当
該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
か
ら
隔
離
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
か
か
る
状
態
に
つ

い
て
弁
護
士
等
に
よ
る
適
切
な
意
見
書
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。 

［
十
～
十
三 

略
］ 

［
十
～
十
三 

同
上
］ 

十
四 

個
々
の
原
資
産
に
係
る
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
一
切
の
権
利
（
議
決
権
を
含

む
。
）
が
当
該
原
資
産
の
証
券
化
目
的
導
管
体
へ
の
譲
渡
に
伴
い
当
該
証
券
化

目
的
導
管
体
に
移
転
さ
れ
、
か
つ
、
投
資
家
が
有
す
る
権
利
が
関
連
契
約
に
お

い
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

十
四 

個
々
の
原
資
産
に
係
る
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
の
一
切
の
権
利
（
議
決
権
を
含

む
。
）
が
当
該
原
資
産
の
証
券
化
目
的
導
管
体
へ
の
譲
渡
に
伴
い
当
該
証
券
化

目
的
導
管
体
に
移
転
さ
れ
、
か
つ
、
投
資
家
が
有
す
る
権
利
が
関
連
契
約
に
お

い
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

十
五 

投
資
家
が
弁
護
士
等
（
自
行
の
企
業
内
弁
護
士
を
除
く
。
）
に
よ
り
確
認

さ
れ
て
い
る
適
切
な
取
引
関
連
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
実
務
上
可
能
な
範
囲
で

取
引
の
実
行
前
及
び
取
引
期
間
中
に
入
手
可
能
で
あ
る
こ
と
。 

十
五 

投
資
家
が
弁
護
士
等
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
適
切
な
取
引
関
連
書
類
又

は
そ
の
写
し
を
実
務
上
可
能
な
範
囲
で
取
引
の
実
行
前
及
び
取
引
期
間
中
に
入

手
可
能
で
あ
る
こ
と
。 

［
十
六
～
十
九 

略
］ 

［
十
六
～
十
九 

同
上
］ 

二
十 

原
資
産
の
カ
ッ
ト
オ
フ
日
（
証
券
化
目
的
導
管
体
に
譲
渡
す
る
原
資
産
を

確
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
次
号
並
び
に
第
二
百
四
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
原
資
産
が
事
業
用
不
動
産
関

連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
は
な
く
、
か
つ
、
第
四
章
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ

る
原
資
産
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
効
果
の
勘
案
後
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

イ
ト
）
が
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
原
資
産
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

二
十 

原
資
産
の
カ
ッ
ト
オ
フ
日
（
証
券
化
目
的
導
管
体
に
譲
渡
す
る
原
資
産
を

確
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
原
資
産
が

事
業
用
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
は
な
く
、
か
つ
、
第
四
章
の
規
定

に
よ
り
算
出
さ
れ
る
原
資
産
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法

の
効
果
を
勘
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
効
果
の
勘
案
後

の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
）
が
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
原
資
産
の
種
類

に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 

自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
賃
貸
用
不
動
産
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

個
々
の
原
資
産
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
原
資
産

の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
金
額
に
よ
り
加
重
平
均
し
て
得
た
リ
ス
ク
・

ウ
ェ
イ
ト
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
賃
貸
用
不
動
産
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

当
該
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
又
は
当
該
賃
貸
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
構
成
さ
れ
る
原

資
産
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
金
額
加
重
平
均
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
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四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

［
ロ
・
ハ 

略
］ 

［
ロ
・
ハ 

同
上
］ 

二
十
一 

原
資
産
の
カ
ッ
ト
オ
フ
日
に
お
い
て
、
個
々
の
原
資
産
の
債
権
の
残
高

が
原
資
産
プ
ー
ル
の
全
て
の
債
権
の
残
高
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合
が
い
ず
れ

も
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
原
資
産
が
い
ず
れ
も
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

で
あ
り
、
か
つ
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
証
券
化
取
引
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
最
劣
後
の
ト
ラ
ン
シ
ェ
を
保
有
し
、
当
該
最
劣
後
の
ト
ラ
ン
シ

ェ
の
合
計
額
が
当
該
証
券
化
取
引
の
原
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総
額
の

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
場
合
（
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
負
担
す
る
信
用
リ
ス

ク
が
こ
れ
と
同
等
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
）

以
下
で
あ
る
こ
と
。 

二
十
一 

原
資
産
の
カ
ッ
ト
オ
フ
日
に
お
い
て
、
個
々
の
原
資
産
の
債
権
の
残
高

が
原
資
産
プ
ー
ル
の
全
て
の
債
権
の
残
高
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合
が
い
ず
れ

も
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
原
資
産
が
い
ず
れ
も
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

で
あ
り
、
か
つ
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
証
券
化
取
引
に
お
け
る
証
券
化
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
最
劣
後
の
ト
ラ
ン
シ
ェ
を
保
有
し
、
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
の
合
計
額
が
当
該
証
券
化
取
引
の
原
資
産
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
総

額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
場
合
（
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
負
担
す
る
信
用

リ
ス
ク
が
こ
れ
と
同
等
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
二
パ
ー
セ
ン

ト
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

二
十
二 

［
略
］ 

二
十
二 

［
同
上
］ 

 
 

（
適
格
短
期STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
） 

 

第
二
百
四
十
五
条
の
三 

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
格
短
期STC

証

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

２ 

前
項
の
「
適
格
短
期STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件

を
満
た
す
も
の
を
い
う
。 

 

一 
ABCP

又
はABCP

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
証
券
化
目
的
導
管
体
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
貸
付

け
、
流
動
性
補
完
若
し
く
は
信
用
補
完 

ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
の
適
格
要
件
及

びABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
の
適
格
要
件 

 

二 
ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
と
セ
ラ
ー
（ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
対

し
てABCP

の
裏
付
資
産
と
な
る
債
権
を
売
却
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
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に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
の
取
引
に
対
す
る
流
動
性
補
完
又
は
信
用
補
完 

 

ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
の
適
格
要
件 

３ 
前
項
各
号
の
「
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
の
適
格
要
件
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
こ
と
を
い
う
。 

 
一 

セ
ラ
ー
が
売
却
す
る
債
権
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
。 

イ 

当
該
セ
ラ
ー
が
売
却
す
る
債
権
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
債
権

の
特
性
が
同
質
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
最
優
先
証
券
化
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
返
金
を
要
し
な
い
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

二 

セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
債
権
を
売
却
す
る
時
点
で
、
ス
ポ

ン
サ
ー
（ABCP

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
定
し
、
か
つ
、
管
理
す
る
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
債
権
の
リ
ス
ク
特
性
を
把
握
す
る
た
め

に
十
分
な
期
間
に
わ
た
る
当
該
債
権
と
実
質
的
に
リ
ス
ク
特
性
が
類
似
す
る
資

産
に
係
る
損
失
実
績
（
延
滞
状
況
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報
を
入
手
可
能
で

あ
る
こ
と
。 

 

三 

セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
債
権
を
売
却
す
る
時
点
で
、
ス
ポ

ン
サ
ー
が
次
に
掲
げ
る
情
報
の
全
て
を
入
手
可
能
で
あ
る
こ
と
。 

 

イ 

延
滞
若
し
く
は
デ
フ
ォ
ル
ト
の
状
態
又
は
こ
れ
ら
の
兆
候
を
示
す
債
権
で

な
い
こ
と
。 

 

ロ 

セ
ラ
ー
が
デ
フ
ォ
ル
ト
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
す
根
拠
を
認
識
し
て

い
る
債
権
又
は
差
押
え
、
仮
差
押
え
そ
の
他
の
強
制
執
行
手
続
が
行
わ
れ
て

い
る
債
権
で
な
い
こ
と
。 

 

四 

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
セ
ラ
ー
又
は
ス
ポ
ン
サ
ー
に
よ
る
確
認
が
原
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則
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

イ 
ABCP

の
裏
付
資
産
を
構
成
す
る
全
て
の
債
権
が
次
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

 

⑴ 
ABCP

の
組
成
に
先
立
つ
三
年
の
間
に
、
当
該
債
権
の
債
務
者
が
破
産

手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
、
更
生
手
続
開
始
の
決
定
、

特
別
清
算
開
始
の
命
令
若
し
く
は
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
の
決
定
（

こ
れ
ら
に
準
ず
る
外
国
の
手
続
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
又
は

当
該
債
務
者
に
つ
い
て
特
定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の
特
定
調
停

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
調
停
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
。 

 
⑵ 

当
該
債
権
の
債
務
者
に
係
る
事
故
情
報
（
延
滞
、
債
務
整
理
、
代
位
弁

済
そ
の
他
当
該
債
務
者
の
支
払
能
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
推
認
さ
せ

る
情
報
を
い
う
。
）
が
公
的
な
信
用
情
報
機
関
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

。 

 

⑶ 

当
該
債
権
の
債
務
者
が
、
適
格
格
付
機
関
に
よ
る
格
付
又
は
こ
れ
に
類

す
る
外
部
信
用
評
価
を
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
信
用
リ
ス
ク

が
著
し
く
高
い
、
又
は
デ
フ
ォ
ル
ト
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と

。 

 

⑷ 

当
該
債
権
の
当
初
の
債
権
者
（
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
を
含
む
。
）
と
債
務

者
と
の
間
で
民
事
上
の
紛
争
が
起
き
て
い
る
こ
と
。 

 

ロ 
ABCP

の
裏
付
資
産
を
構
成
す
る
債
権
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に

売
却
さ
れ
る
時
点
で
、
当
該
債
権
の
全
て
に
つ
い
て
、
そ
の
返
済
実
績
が
原

則
と
し
て
一
回
以
上
あ
る
こ
と
。 

 

五 
ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
売
却
さ
れ
た
債
権
の
当
初
の
債
権
者
が
セ
ラ

ー
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
債
権
が
、
著
し
い
信
用
力
の
劣
化
を
伴
わ
ず
、
か
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つ
、
著
し
く
資
産
を
劣
化
さ
せ
な
い
当
該
セ
ラ
ー
の
一
貫
し
た
審
査
基
準
に
基

づ
い
て
組
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
審
査
基
準
に
重
要
な
変
更
が
あ

っ
た
と
き
は
、
変
更
の
時
期
及
び
目
的
が
当
該
セ
ラ
ー
か
ら
ス
ポ
ン
サ
ー
に
開

示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

六 
ABCP

の
裏
付
資
産
を
構
成
す
る
債
権
が
セ
ラ
ー
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
選
択

さ
れ
、
売
却
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。 

 

七 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
に
つ
い
て
弁
護
士
等
に
よ
る
適
切

な
意
見
書
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
こ
と
。 

 

イ 
ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
売
却
さ
れ
た
債
権
の
当
初
の
債
権
者
、
セ

ラ
ー
そ
の
他
の
関
係
者
が
当
該
債
権
に
対
し
て
有
効
な
支
配
権
を
有
し
て
い

な
い
こ
と
。 

 

ロ 
ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
売
却
さ
れ
た
債
権
の
当
初
の
債
権
者
、
セ

ラ
ー
そ
の
他
の
関
係
者
の
倒
産
手
続
等
に
お
い
て
当
該
債
権
に
対
し
て
当
該

関
係
者
の
支
配
権
が
及
ば
な
い
よ
う
に
、
当
該
債
権
が
法
的
に
当
該
関
係
者

か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

八 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
、
次
に
掲
げ
る
時
点
の
全
て
に
お
い
て
、
セ
ラ
ー
か
らABCP

の
裏
付
資
産
に
係
る
個
別
明
細
デ
ー
タ
（
当
該
裏
付
資
産
の
分
散
度
が
高
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
個
別
明
細
デ
ー
タ
又
は
リ
ス
ク
特
性
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
階
層
別
デ
ー
タ
）
の
提
供
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

イ 

セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
債
権
を
売
却
す
る
前
の
時
点 

ロ 

セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
債
権
を
売
却
し
た
後
の
時
点
で

あ
っ
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
の
求
め
る
と
き
。 

 

九 
ABCP

の
償
還
が
そ
の
裏
付
資
産
で
あ
る
債
権
の
債
務
者
の
返
済
能
力
又
は

返
済
意
思
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

十 

セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
売
却
し
た
債
権
に
つ
い
て
、
元
本
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及
び
利
息
の
支
払
に
関
し
金
利
リ
ス
ク
又
は
外
国
為
替
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
場

合
に
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
が
適
切
に
ヘ
ッ
ジ
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。 

十
一 
セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
債
権
を
売
却
す
る
前
の
時
点
及

び
売
却
し
た
後
の
時
点
に
お
い
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 

当
該
債
権
に
係
る
元
本
及
び
利
息
の
支
払
順
位
が
関
連
契
約
に
お
い
て
適

切
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
債
権
に
係
る
元
本
及
び
利
息
の
支
払
に
関
す
る
情
報
（
支
払
に
影
響

を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
）
を
入
手
可
能
で

あ
る
こ
と
。 

 

十
二 

ス
ポ
ン
サ
ー
と
セ
ラ
ー
と
の
関
連
契
約
に
お
い
て
、ABCP

証
券
化
目
的

導
管
体
に
譲
渡
さ
れ
た
債
権
の
債
務
者
又
は
セ
ラ
ー
に
信
用
事
由
が
発
生
し
た

場
合
のABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
の
有
す
る
権
利
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。 

 

十
三 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
、
セ
ラ
ー
そ
の
他
の
取
引
関
係
者
が
高
度
な
専
門
的
知
識

を
も
っ
て
適
切
に
業
務
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
及
び
十
分
な
実
績
を
備

え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。 

 

十
四 

セ
ラ
ー
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

開
示
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 

セ
ラ
ー
と
関
連
当
事
者
（
サ
ー
ビ
サ
ー
（
委
託
又
は
再
委
託
に
基
づ
き
、

当
該
セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
売
却
し
た
債
権
の
管
理
、
当

該
債
権
の
債
務
者
に
対
す
る
当
該
債
権
の
請
求
及
び
回
収
金
の
受
領
事
務
を

受
託
し
た
者
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
と
の
取
引
に
係

る
契
約
上
の
義
務
及
び
責
任 
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ロ 

重
要
な
関
連
当
事
者
（
サ
ー
ビ
サ
ー
及
び
当
該
セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化

目
的
導
管
体
に
売
却
し
た
債
権
に
対
す
る
流
動
性
補
完
を
提
供
す
る
者
を
含

む
。
）
の
信
用
力
悪
化
時
の
交
代
に
関
す
る
事
項 

十
五 
セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
売
却
し
た
債
権
の
全
て
に
つ
い

て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
次
に
掲
げ
る
情
報
の
全
て
を
入
手
可
能
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

当
該
債
権
に
係
る
元
本
及
び
利
息
の
支
払
実
績
（
予
定
さ
れ
て
い
た
支
払

額
、
期
限
前
償
還
元
本
額
及
び
未
収
利
息
の
額
を
含
む
。
） 

ロ 

当
該
債
権
に
係
る
延
滞
状
況
等 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
収
入
及
び
支
払
に
関
す
る
情
報 

 

十
六 

債
権
の
取
得
日
に
お
い
て
、
当
該
債
権
が
事
業
用
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
で
は
な
く
、
か
つ
、
第
四
章
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
当
該
債
権

の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
（
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
を
勘
案
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
効
果
の
勘
案
後
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
）
が

、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
当
該
債
権
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

 

イ 

自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
賃
貸
用
不
動
産
向

け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

個
々
のABCP

の
裏
付
資
産
（
当
該
債
権
を
含
む

。
）
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
当
該
裏
付
資
産
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け

る
金
額
に
よ
り
加
重
平
均
し
て
得
た
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
四
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

ロ 

中
堅
中
小
企
業
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
個
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

個
々
の
当
該
債
権
の
リ
ス
ク

・
ウ
ェ
イ
ト
が
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

個
々
の
当
該
債

権
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 
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４ 

第
二
項
第
一
号
の
「ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
の
適
格
要
件
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
を
い
う
。 

 

一 
ス
ポ
ン
サ
ー
が
投
資
家
に
対
し
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
の
充
足
を

疎
明
し
、
か
つ
、
保
証
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
そ
の
充
足
の
状
況
を
適
時
に
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
二 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
投
資
家
に
対
し
てABCP

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
リ
ス
ク
特
性
を
把

握
す
る
た
め
に
十
分
な
期
間
に
わ
た
る
裏
付
資
産
と
実
質
的
に
リ
ス
ク
特
性
が

類
似
す
る
資
産
に
係
る
損
失
実
績
（
延
滞
状
況
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報
を

開
示
し
て
い
る
こ
と
。 

 

三 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
るABCP

の
裏
付
資
産
と
な
る
債

権
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
当
該
裏
付
資
産
と
実
質
的
に
リ

ス
ク
特
性
が
類
似
す
る
資
産
を
裏
付
資
産
と
す
るABCP

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ス
ポ

ン
サ
ー
と
し
て
の
経
験
年
数
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 

個
人
に
対
す
る
債
権
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の 

三
年
以
上 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
債
権
以
外
の
も
の 

五
年
以
上 

 

四 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
投
資
家
に
対
し
て
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
要
件
の
充
足

を
疎
明
し
、
か
つ
、
保
証
し
て
い
る
こ
と
。 

 

五 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
投
資
家
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
を
疎
明
し
、
か

つ
、
保
証
し
て
い
る
こ
と
。 

 

イ 
ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
よ
り
購
入
さ
れ
る
債
権
に
係
る
全
て
の
引

受
方
針
が
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て

い
る
こ
と
。 

 

ロ 

イ
の
措
置
の
内
容
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

ハ 

イ
の
引
受
方
針
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
セ
ラ

ー
か
ら
遅
滞
な
く
当
該
変
更
の
内
容
及
び
目
的
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
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こ
と
。 

六 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
投
資
家
に
対
し
て
セ
ラ
ー
の
選
定
基
準
を
開
示
し
て
い
る
こ

と
。 

 
七 
ス
ポ
ン
サ
ー
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 
ABCP

の
裏
付
資
産
を
構
成
す
る
債
権
へ
の
強
制
執
行
可
能
性
を
当
該
ス

ポ
ン
サ
ー
が
確
認
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
投
資
家
に
対
し
て
疎
明
し
、
か
つ

、
保
証
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 
ABCP

の
裏
付
資
産
を
構
成
す
る
債
権
の
全
て
が
セ
ラ
ー
か
ら
隔
離
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
セ
ラ
ー
か
ら
疎
明
及
び
保
証
を
受
け
て
い
る
こ

と
を
投
資
家
に
対
し
て
開
示
し
て
い
る
こ
と
。 

 

八 
ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
がABCP

を
発
行
す
る
前
の
時
点
及
び
発
行
し

た
後
の
取
引
期
間
中
に
お
い
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
投
資
家
に
対
し
てABCP

の

裏
付
資
産
に
係
る
リ
ス
ク
特
性
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
集
計
デ
ー
タ
を
提

供
し
て
い
る
こ
と
。 

 

九 

ス
ポ
ン
サ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
よ
り
発
行
さ
れ
るABCP

の

全
て
に
対
し
て
無
条
件
か
つ
適
時
に
全
額
を
支
払
う
流
動
性
補
完
、
信
用
補
完

そ
の
他
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
補
完
措
置
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。 

 

十 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
前
号
の
流
動
性
補
完
、
信
用
補
完
そ
の
他
の
リ
ス
ク
に
対
す

る
補
完
措
置
の
内
容
を
投
資
家
に
対
し
て
提
供
し
て
い
る
こ
と
。 

 

十
一 

元
本
及
び
利
息
の
支
払
に
関
し
金
利
リ
ス
ク
又
は
外
国
為
替
リ
ス
ク
が
存

在
す
る
場
合
に
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
が
適
切
に
ヘ
ッ
ジ
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
投
資
家
に
対
し
て
開
示
し
て
い
る

こ
と
。 

 

十
二 

ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
と
投
資
家
と
の
間
の
取
引
関
連
書
類
に
お
い

て
、
当
該ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
がABCP

の
償
還
期
限
を
延
長
す
る
こ
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と
が
で
き
る
旨
の
特
約
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。 

十
三 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 

元
本
及
び
利
息
の
支
払
（ABCP

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
提
供
さ
れ
る
信
用
補
完

に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
順
位
が
関
連
契
約
に
お
い
て
適
切
に
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
投
資
家
に
対
し
て
開
示
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

前
項
第
十
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
投
資

家
に
対
し
て
疎
明
し
、
か
つ
、
保
証
し
て
い
る
こ
と
。 

 
十
四 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
、
自
ら
に
信
用
事
由
が
発
生
し
た
際
に
投
資
家
が
有
す
る

権
利
を
当
該
投
資
家
と
の
関
連
契
約
に
お
い
て
明
確
に
定
め
て
い
る
こ
と
。 

 

十
五 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 
ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
がABCP

を
発
行
す
る
前
の
時
点
に
お
い
て

、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
投
資
家
に
対
し
て
弁
護
士
等
（
自
行
の
企
業
内
弁
護
士
を

除
く
。
）
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
適
切
な
目
論
見
書
（
当
該ABCP

に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
務
上
可
能
な
範
囲
で
開
示
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

セ
ラ
ー
がABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
に
債
権
を
売
却
す
る
前
の
時
点
に

お
い
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
弁
護
士
等
（
自
行
の
企
業
内
弁
護
士
を
除
く
。
）

に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
適
切
な
目
論
見
書
（
当
該
債
権
の
売
却
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
実
務
上
可
能
な
範
囲
で
入
手
可
能
で
あ
る
こ
と
。 

 

十
六 

セ
ラ
ー
又
は
ス
ポ
ン
サ
ー
がABCP

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク

の
一
部
を
適
切
な
態
様
で
負
担
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
投
資

家
に
対
し
て
そ
の
負
担
の
態
様
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

十
七 

次
に
掲
げ
る
期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
が
三
年
以
下
で
あ
る
こ
と

。 イ 
ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
が
保
有
す
るABCP

の
個
々
の
裏
付
資
産
の

残
存
期
間
を
当
該
裏
付
資
産
の
残
高
で
加
重
平
均
し
て
算
出
し
た
期
間 
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ロ 

イ
に
掲
げ
る
期
間
（
当
該
期
間
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
が
保
有
す
るABCP

の
個
々
の
裏
付

資
産
の
残
存
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
に
つ

い
て
、
当
該ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
が
発
行
す
る
全
て
のABCP

の
残

高
で
加
重
平
均
し
て
算
出
し
た
期
間 

十
八 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
自
己
資
本
比
率
規
制
金
融
機
関
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

十
九 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
投
資
家
に
対
し
て
疎
明
し
、
か
つ
、
保
証
す
る
こ
と
（
セ
ラ

ー
に
よ
る
情
報
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
セ
ラ
ー
か
ら
疎
明
さ

れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
投
資
家
に
対
し
て
疎
明
し
、
か
つ
、
保
証
す
る
こ

と
）
が
で
き
る
こ
と
。 

 

二
十 

ス
ポ
ン
サ
ー
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 

流
動
性
補
完
及
び
信
用
補
完
に
つ
い
て
高
度
な
専
門
的
知
識
を
も
っ
て
適

切
に
業
務
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
及
び
十
分
な
実
績
を
備
え
て
い
る

こ
と
。 

ロ 

取
引
関
連
書
類
に
お
い
て
、
投
資
家
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
義
務
を

定
め
て
い
る
こ
と
。 

 

二
十
一 

ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
と
セ
ラ
ー
と
の
間
の
取
引
関
連
書
類
、

ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
と
投
資
家
又
は
貸
付
け
を
行
う
者
と
の
間
の
取
引

関
連
書
類
そ
の
他
取
引
関
連
書
類
に
次
に
掲
げ
る
事
項
（ABCP

証
券
化
目
的

導
管
体
と
セ
ラ
ー
と
の
間
の
取
引
関
連
書
類
に
あ
っ
て
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
事
項
に
限
る
。
）
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

イ 
ABCP

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
関
連
当
事
者
の
契
約
上
の
義
務
及
び
責
任 

ロ 

重
要
な
関
連
当
事
者
の
信
用
力
悪
化
時
の
交
代
に
関
す
る
事
項 

ハ 
ABCP

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
流
動
性
補
完
又
は
信
用
補
完
の
内
容 
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二
十
二 

ABCP

証
券
化
目
的
導
管
体
が
セ
ラ
ー
か
ら
債
権
を
取
得
す
る
日
に
お

い
て
、
個
々
の
債
権
の
残
高
が
当
該
債
権
が
裏
付
資
産
と
な
るABCP

の
全
て

の
裏
付
資
産
の
残
高
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合
が
、
い
ず
れ
も
二
パ
ー
セ
ン
ト

（
当
該
債
権
が
い
ず
れ
も
事
業
法
人
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
か
つ

、
セ
ラ
ー
又
は
ス
ポ
ン
サ
ー
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
ト
ラ
ン
シ
ェ
を
保
有

し
、
当
該
ト
ラ
ン
シ
ェ
の
合
計
額
が
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
の
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
で
あ
る
場
合
（
セ
ラ
ー
又
は
ス
ポ
ン
サ
ー
が
負
担
す
る
信
用
リ
ス
ク

が
こ
れ
と
同
等
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
以

下
で
あ
る
こ
と
。 

イ 
ABCP

の
最
劣
後
の
ト
ラ
ン
シ
ェ 

当
該ABCP

の
裏
付
資
産
と
な
る
債

権
の
総
額 

ロ 

当
該
債
権
の
最
劣
後
の
ト
ラ
ン
シ
ェ 

当
該
債
権
の
全
て
の
ト
ラ
ン
シ
ェ

の
総
額 

 

 
 

第
八
目 

不
良
債
権
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

［
目
を
加
え
る
。
］ 

 
 

第
二
百
四
十
五
条
の
四 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
不
良
債
権
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
」
と
い
う
。
）
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
当
該
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
内
部

格
付
手
法
準
拠
方
式
又
は
標
準
的
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
て
算
出
さ
れ
る
場
合
に

は
、
第
二
目
、
第
五
目
及
び
第
六
目
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
を

下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

一 

原
資
産
の
カ
ッ
ト
オ
フ
日
に
お
い
て
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係

る
第
二
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
原
資
産
プ
ー
ル
の
延
滞
率
（

W

）
が
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。 
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二 

原
資
産
の
再
編
そ
の
他
の
理
由
に
よ
る
構
成
資
産
の
入
替
え
に
か
か
わ
ら
ず

、
前
号
に
掲
げ
る
要
件
に
係
る
状
況
が
原
資
産
の
カ
ッ
ト
オ
フ
日
以
降
も
継
続

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

 

三 
当
該
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
再
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
な
い

こ
と
。 
 

２ 

不
良
債
権
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
第
二
目
、
第
五
目
及
び
第
六
目
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

資
産
譲
渡
型
証
券
化
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
し
、
か
つ
、

最
優
先
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

二 

オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
者
が
当
該
不
良
債
権
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
係
る
証
券
化
目
的
導
管
体
に
原
資
産
を
譲
渡
す
る
と
き
に
行
っ
た
デ
ィ
ス

カ
ウ
ン
ト
の
額
（
返
金
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
証
券
化
取
引
の
原
資
産
を
構
成
す
る
全
て
の
資
産
の
残
高
の
合
計
額
に
占
め

る
割
合
が
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

当
該
不
良
債
権
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出

す
る
方
式
が
内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
又
は
標
準
的
手
法
準
拠
方
式
で
あ
る
こ

と
。 

 

３ 

前
項
第
二
号
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
の
額
は
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
者
が

一
部
の
ト
ラ
ン
シ
ェ
を
引
き
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
そ

の
他
の
者
が
当
該
ト
ラ
ン
シ
ェ
を
証
券
化
目
的
導
管
体
以
外
の
第
三
者
に
初
め
て

譲
渡
す
る
と
き
に
限
り
、
当
該
譲
渡
す
る
と
き
に
行
っ
た
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
の
額

を
加
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

内
部
格
付
手
法
採
用
行
は
、
不
良
債
権
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
裏
付
資

産
で
あ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
る
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場
合
に
お
い
て
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のLG

D

及
びEAD

に
自
行
推
計
値
を

用
い
な
い
と
き
は
、
当
該
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す

る
方
式
と
し
て
内
部
格
付
手
法
準
拠
方
式
を
用
い
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
階
層
化
さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
取
扱
い
） 

（
階
層
化
さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
取
扱
い
） 

第
二
百
四
十
八
条 
［
略
］ 

第
二
百
四
十
八
条 

［
同
上
］ 

［
２
～
４ 

略
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

５ 

銀
行
持
株
会
社
が
複
数
の
階
層
に
分
割
さ
れ
る
前
の
当
初
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
当
初
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
」
と
い
う
。
）
自
体
の
信
用
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
る
と
仮
定
し
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
当
初
の
証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
を
算
出
す
る
に
当
た
り
、
第
二
百
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
外
部
格
付
準

拠
方
式
を
用
い
る
も
の
と
判
定
さ
れ
る
と
き
は
、
み
な
し
ト
ラ
ン
シ
ェ
に
係
る
証

券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
に
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
が
保
有
す
る
み
な
し
ト
ラ
ン
シ
ェ
の
状
況
の
区
分

に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る

。 

５ 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

前
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合 

前
款
第
五
目
、
第
七
目
又
は
第

八
目
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
。
た
だ
し
、
第
一
号
に

定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

三 

前
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合 

前
款
第
五
目
又
は
第
七
目
の
規

定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
定
め
る
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

６ 

［
略
］ 
６ 
［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
（
適
用
時
期
） 

第
一
条 
こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社

及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
た
め
の
基
準
第
二
百
四
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

の
算
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会

社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
次
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
持
株
告
示
」
と
い
う
。
）
第
六
章
第
二
節
第
二
款
第
七
目

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
条 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
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る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
令
和
四
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
三
号
。
次
項
に
お
い
て
「
令
和
四
年
改
正
銀
行
持
株
告
示
」
と
い
う
。
）
附
則

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
自
己
資
本
比
率
の
算
出
を
行
う
銀
行
持
株
会
社
に
つ
い
て
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
銀
行
持
株
告
示
第
二
百
四
十
五
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
及
び
第
二
百
四
十
五
条
の
三
第
三
項

第
十
六
号
中
「
事
業
用
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
等
事
業
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

」
と
、
「
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
又
は
賃
貸
用
不
動
産
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
あ
る
の
は

「
抵
当
権
付
住
宅
ロ
ー
ン
又
は
十
分
な
保
証
が
付
さ
れ
た
住
宅
ロ
ー
ン
」
と
、
「
中
堅
中
小
企
業
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
」
と
あ
る
の
は
「
中
小
企
業
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
読
み
替
え
て
、
新
銀
行
持
株
告
示
第
六
章
第
二
節
第
二
款

第
七
目
及
び
第
八
目
並
び
に
第
二
百
四
十
八
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

令
和
四
年
改
正
銀
行
持
株
告
示
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
令
和
四
年
改
正
銀
行
持
株
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が

銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
第
二
百
四
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
適
格STC

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス



 - 24 - 

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
適
用
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
適

用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
新
銀
行
持
株
告
示
第
六
章
第
二
節
第
二
款
第
七
目
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 


